
重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 

 

1 資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産：最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法より算定） 
 
 
2 固定資産の減価償却の方法 
 (1)有形固定資産 
  定額法 

なお、主な耐用年数は次の通りであります。 
 
建 物 ： 2～30年 
構 築 物 ： 9～20年 
医 療 用 器 械 備 品 ： 2～10年 
その他の器械備品 ： 2～20年 
車 両 運 搬 具 ： 3～6年 

 
 (2)無形固定資産 
自社利用ソフトウェアについて法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっておりま
す。 

 
 

3 引当金の計上基準 
 (1)貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備えるため、最終回収日に基づく滞留期間等を基準に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 
 (2)賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき
額を計上しております。 

 
 (3)役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当会計年度末までに発生していると認められる額を役員
退職金規定により計算を行い、計上しております。 

 
 (4)退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務を簡便法（期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法）により計算し、計上しております。なお、当医療法人は、前々
会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、簡便法による期末自己都合要支給額を
退職給付債務とする方法を採用しております。 

 
 

4 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
  なお、固定資産に係る控除対象外消費税は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行ってい
ます。 

 
 

5 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項 
(1)補助対象となる支出が事業費に計上される補助金等については、当該補助対象費用と対応させる
ため、事業収益に計上しております。 

 



(2)リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額200億円未満である会計年度の所有権移転
外ファイナンスリースについては賃貸借処理によっております。 

 
 
6 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項 

(1)賃貸借処理をしたファイナンスリース取引に係るリース料総額及び未経過リース料の当期末残高 
 

（単位：千円） 

 
 (2)有形固定資産の減価償却累計額       1,699,429千円 

 

(3) 補助金等の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額          （単位：千円） 

内訳 交付者 
損益計算

書影響額 

貸借対照

表影響額 

令和 4年度東京都地域医療構想推進事業費

補助金（設備）ほか 
東京都 64,040 - 

新型コロナウイルス感染症対策事業補助金ほ

か 
千葉県 55,967 - 

小学校休業等対応助成金 

  

東京労働局 4,972 - 

渋谷区介護施設物価高騰対策補助金ほか 

 
その他 2,611 - 

合計 127,591 - 

 

 

 
 

 
リース料総額 

 
未経過リース料期末残高 

 
車両運搬具 

 
29,073  

 

 
12,512  

  
合 計 

 
29,073  

 

 
12,512  

 


